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令和２年度 第２回平泉町農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時  令和２年５月２０日（水）１３時２８分～１３時５６分 

２．開催場所  平泉町役場２階 庁議室 

３．出 席 者 

区分 議席 職名 氏名 出席 欠席 

委 員 

 

７番 会  長 千 葉 賢 一 ○  

６番 会長職務代理者 石 川 文士良 ○  

１番 委  員 青 木   慶 ○  

２番 委  員 千 葉 力 男 ○  

３番 委  員 千 葉 三智枝 〇  

４番 委  員 駒 形 和 宣 ○  

５番 委  員 鈴 木 正 昭 ○  

事務局 

局  長 岩 渕 省 一 ○  

次  長 千 葉   徹 ○  

主  査 平 沢 梢 枝 ○  

 

４．総会日程 

（１）議事録署名人及び会議書記の指名 

（２）会務報告 

（３）議  案 

報告第 ６号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第 ７号 農地法第１８条第６項の規定による届出について 

報告第 ８号 現状変更届について 

 

議案第 ７号 農地法第２条第１項に該当しないことの証明願に対する可否決定について 

議案第 ８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ９号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第１０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について 

議案第１２号 農用地利用配分計画（案）の作成に関する意見について 
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【 会 議 の 概 要 】 

議長：千葉会長 

（１３時２８分開会） 

 

議  長   ただいまより令和２年度第２回平泉町農業委員会総会を開始します。 

       本日の出席委員は全員ですので、会議は成立しています。 

       次に、平泉町農業委員会会議規則第１３条の規定に基づく、議事録署名人及び

会議書記を議長から指名することに、ご異議ございませんか。 

（なし） 

議  長   それでは、議事録署名人には、５番鈴木正昭委員、６番石川文士良委員、会議

書記には、事務局の千葉次長、平沢主査にお願いします。 

       次に、会務報告について、事務局長より説明願います。 

岩渕局長   （会務報告の朗読、説明） 

議  長   以上で会務報告を終わります。次に、本日の案件を上程します。事務局長より

説明願います。 

岩渕局長   （本日の報告案件及び議案件数等を説明） 

議  長   それでは、報告第６号、農地法第３条の３の規定による届出について、事務局

より説明願います。 

平沢主査   （報告案件の朗読、説明） 

       死亡による相続３件です。 

議  長   次に、報告第７号、農地法第１８条第６項の規定による届出について、事務局

より説明願います。 

平沢主査   （報告案件の朗読、説明） 

       基盤法により所有権移転をするための合意解約です。 

議  長   次に、報告第８号、現状変更届について、事務局より説明願います。 

千葉次長   （報告案件の朗読、説明） 

       現状変更の届出２件です。 

議  長   報告事項について説明が終わりました。質問等をありますか。 

       （なし） 

議  長   次に、議案第７号、農地法第２条第１項に該当しないことの証明願に対する可

否決定について、事務局説明願います。 

千葉次長   （提出議案の朗読、説明） 

台帳地目が田、現況が原野の案件です。現地調査をしていただきました。 

議  長   それでは現地調査をした委員、１番青木委員。 

１番委員   ５月１４日、千葉力男委員、現地最適化推進委員、千葉次長と現地調査し、資

料のとおり現状が原野でしたので報告します。 

議  長   質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 
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議  長   それでは採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方は挙手をお願

いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、可と決定します。 

議  長   次に議案第８号、農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説

明願います。 

平沢主査   （提出議案の朗読、説明） 

       以上、所有権移転３件、使用貸借設定１件、いずれも農地法第３条第２項各号

に該当していないため許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

議  長   それでは現地調査をした委員の方は補足説明をお願いします。１番青木委員。 

１番委員   ４件それぞれ農地と管理されており、引き続き農地として管理されるものとし

て問題ないと考えます。 

議  長   質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方は挙手をお願

いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、許可と決定します。 

議  長   次に、議案第９号、農地法第４第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて、事務局説明願います。 

千葉次長   （提出議案の朗読、説明） 

       自宅への道路を拡幅するものです。現地は都市計画の地準工業地域で第３種農

地ですので、原則許可となる地域です。 

議  長   現地調査をした委員の方は補足説明をお願いします。１番青木委員。 

１番委員   畑の一部を道路用地とするもので、問題ないと考えます。  

議  長   質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方は挙手をお願

いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、許可相当と決定します。 

議  長   次に、議案第１０号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見

について、事務局説明願います。 

千葉次長   （提出議案の朗読、説明） 

       番号２は、個人住宅を建築し販売するもので、都市計画の第一種中高層住宅専

用地域で、第３種農地ですので、原則許可となる地域です。 

       番号３は、、第１種農地で例外規定の集落接続の特例で許可できるものと思わ

れます。母屋に隣接する畑に増設するもので一体的利用となります。 
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議  長   現地調査をした委員の方は補足説明をお願いします。１番青木委員。 

１番委員   説明のとおり住宅用地として利用するもので、問題ないと考えます。  

議  長   質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方は挙手をお願

いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、許可相当と決定します。 

議  長   次に、議案第１１号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の

決定について、事務局説明願います。 

平沢主査   （提出議案の朗読、説明） 

       経営規模拡大のための所有権移転です。 

議  長   現地調査をした委員の方は補足説明をお願いします。１番青木委員。 

１番委員   この農地についても、問題ないと考えます。 

議  長   質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方は挙手をお願

いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、原案のとおり決定します。 

議  長   次に、議案第１２号、農用地利用配分計画（案）の作成に関する意見について、

事務局説明願います。 

平沢主査   （提出議案の朗読、説明） 

       第一遊水地内の農地で、南照井営農組合による利用調整結果による農用地利用

配分計画の再配分５件です。 

議  長   質疑に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   それでは採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方は挙手をお願

いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員、意見なしと決定します。 

慎重審議大変ご苦労様でした。 

これをもちまして、令和２年度第２回平泉町農業委員会総会を閉会します。 

（１３時５６分閉会） 
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          【議事録署名】 

 

             議 長  会長   千 葉 賢 一   ㊞ 

 

 

             署名人  ５番   鈴 木 正 昭   ㊞ 

 

 

             署名人  ６番   石 川 文士良   ㊞ 


